
重要重要
金融事業を中心とした

合併に伴う重要なお知らせ
JAえちご上越、JAひすいの

上越地区２JAは、
令和６年３月１日（金）より JAえちご上越として

新たにスタートします。

【ご注意】市町村やJAの職員をかたった詐欺にご注意を！
当JAの職員が
お客さまの「キャッシュカード・ご印鑑」をお預かりすることはございません。
お客さまの「キャッシュカードの暗証番号」をお尋ねすることはございません。
お客さまの「重要情報（口座番号、暗証番号等）」を電話で聞き出すことは一切ありません。
万が一、上記のようなことがあれば、すぐに警察や取引店にご相談ください。

「combine」は英語で「結びつける」、「兼ね備える」という意味を持ち、
JAとJAを結びつけ、前向きに合併を目指すという想いが込められています

上越市
上越

中越

下越
佐渡

糸魚川市

妙高市
JAひすい
JAえちご上越

ご不明な点がございましたら、JAひすいへお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
また、合併に係る情報は各JAホームページからもご覧頂けます。

ひすい農業協同組合
☎025-552-0317 http://www.ja-hisui.or.jp/

えちご上越農業協同組合
☎025-527-2001 https://www.ja-echigojoetsu.or.jp/

JAひすい

JAえちご上越 
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ご あ い さ つ

　日頃よりJAの事業・活動に深いご理解とご支援をいただき、心より厚く御礼申し上げます。

　上越地区２JA（JAえちご上越、JAひすい）は、令和６年３月１日（金）に合併し、「JAえ
ちご上越」として新たに発足いたします。
　本冊子には、今般の合併に伴い組合員・利用者の皆さまにお知らせしたい事項を記載いたしま
したので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。
　この合併により、JA事業の一層の安定化を図り、地域の皆さまからこれまで以上に愛される
JAを目指し、役職員一同努力してまいります。
　組合員、利用者の皆さまにおかれましては、ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

� えちご上越農業協同組合
� ひすい農業協同組合　　
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JA合併に伴うお取引についてのご案内

１．金融事業

　令和６年３月１日（金）の合併により「金融機関名」、「金融機関コード」および「店舗コード」が変更に
なります※。新たな「店舗コード」につきましては、「JAえちご上越�店舗新旧対比表」（６ページ）をご確
認ください。
　なお、合併に伴う店舗の廃止および店舗名の変更はございません。

令和６年２月29日（木）まで 令和６年３月１日（金）以降
金融機関名 金融機関コード 金融機関名 金融機関コード

えちご上越農業協同組合 5768
えちご上越農業協同組合 5768

ひすい農業協同組合 5797

合併日以降の
本 店 所 在 地

〒943－0817
新潟県上越市藤巻５番30号（現在のえちご上越農業協同組合本店所在地）

（１）口座番号について
　合併に伴う口座番号の変更はございません。

（２）貯金通帳、証書、キャッシュカード等の取扱いについて
＜貯金通帳＞
　ATMをご利用される場合は、引き続きお手持ちの通帳をご利用いただけます。通帳が満頁になった際に
自動的に「JAえちご上越」の新通帳に切り替わりますので、ATMにて取扱い可能なお取引については、引
き続きATMをご利用ください。
　また、合併日（令和６年３月１日）以降にお取引店舗の窓口をご利用される際は、窓口にて金融機関名、
店舗名等の変更のお手続きをいたします。

＜定期貯金証書・定期積金証書・財形貯金証書＞
　引き続きご利用いただけます。証書をお切り替えいただく必要はございません。

＜キャッシュカード・JAカード・ローンカードについて＞
　お手持ちのキャッシュカード・JAカード（一体型・単体型）・ローンカードはこれまでどおりご利用い
ただけます。それぞれのカードに記載されている金融機関コード・店舗コードは従来のままの表記となりま
す。キャッシュカードを参照して公共料金等自動支払いを依頼される場合や振込先口座として指定する場合
は、新しい金融機関名、金融機関コード・店舗コードによりご依頼いただきますようお願いいたします。

１．金融機関名の変更について

２．金融機関名の変更に伴う重要なご案内について
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（３）各種手数料の変更について
　�各種手数料を統一するため、一部の手数料を変更させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申
し上げます。詳細は、「主な手数料一覧」（７ページ）をご参照ください。

（４）貯金保険機構（ペイオフ）のお取り扱いについて
　�合併日以降は、えちご上越農業協同組合として、貯金者１人あたり元本1,000万円と破綻日までのその利
息が保護されます。

（１）給与振込など各種振込の受取口座としてご利用の方
　�振込依頼人さま（ご勤務先やお取引先など）に新しい金融機関名、金融機関コード、店舗コードをご連絡
いただきますようお願いいたします。
　�また、新しい金融機関名でのお振込みは、合併日（令和６年３月１日）以降としていただくよう併せてお
伝えください。
　�振込依頼人さまへのご連絡用の文書を同封しておりますので、ご利用ください。また、同文書は各JA
ホームページおよび店頭窓口にもご用意しております。
　�なお、合併日以降に「旧金融機関名・旧金融機関コード」、「旧店舗名・店舗コード」でお振込を受付け
た場合、令和６年５月31日（金）までは、読替えてお客さまの口座に入金いたします。

ご連絡が不要な振込

・管内市町村（上越市、妙高市、糸魚川市）からの手当、助成金等の各種振込
・各土地改良区様、新潟県農業共済組合様、公益社団法人新潟県農林公社様が依頼の振込
・合併２JAおよび県連合会（厚生連等）が依頼人の振込

（２）年金の受取口座としてご利用の方
　以下の年金は基本的にお手続きの必要はございません。お手続きの必要がある場合は、当JAより個別に
ご連絡いたします。下記以外の年金につきましては、年金の支払先へ変更手続きの要否をご確認くださいま
すようお願いいたします。

お手続きが不要な年金の種類

・国民年金　　　　　・国家公務員共済年金　　・企業年金連合会年金　　・農林年金
・厚生年金　　　　　・地方職員共済年金　　　・警察共済組合年金　　　・農業者年金
・公立学校共済年金　・町村議会年金　　　　　・市町村職員共済組合年金
・労災年金　　　　　・日本私立学校共済年金　・市議会議員共済年金　　・市町村職員共済短期給付金

（３）公共料金・クレジットカードなど各種料金の口座振替をご利用の方
　お手続きの必要はございません。
　ただし、合併日以降、新たに口座振替のお手続をされる場合は、新しい金融機関名、金融機関コード、店
舗コードをご記入くださいますようお願いいたします。

３．金融機関名の変更に伴うご利用者さまのお手続きについて
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JA合併に伴うお取引についてのご案内

（４）定時自動送金をご利用の方
　当JAにお申込みいただいた定時自動送金につきましては、お手続きは必要ございません。ただし、他金
融機関でご利用いただいている同様のサービスで送金先が当JAの場合は、ご利用の金融機関へご確認くだ
さい。

（５）JAネットバンク（個人向け）をご利用の方
　お手続きの必要はございません。
　ただし、令和６年２月14日（水）～２月29日（木）の期間は新規申込・申込内容変更・解約等ができな
くなります（振込・振替、残高照会、入出金明細照会等はご利用可能です）。
　また、合併日前日（令和６年２月29日）の23時40分から合併日当日（令和６年３月１日）の朝６時まで
はご利用いただけません。

＜ワンタイムパスワードをご利用の方＞
　合併後にワンタイムパスワードが解除されますので、再度利用申請が必要となります。

（６）法人JAネットバンクをご利用の方
　お手続きの必要はございません。
　ただし、令和６年２月14日（水）～２月29日（木）の期間、新規申込・申込内容変更・解約等ができな
くなります（振込・振替、残高照会、入出金明細照会、伝送サービス等はご利用可能です）。

（７）JAバンクアプリをご利用の方
　お手続きの必要はございません。
　ただし、合併日前日（令和６年２月29日）の23時40分から合併日当日（令和６年３月１日）の朝６時ま
ではご利用いただけません。
　また、令和６年３月３日（日）の午前10時まで投資信託残高照会がご利用いただけません。

（８）国債・投資信託のお取引がある方
　お手続きの必要はございません。

（９）融資・各種ローンのお取引がある方
　お手続きの必要はございません。ご返済につきましては、ご指定の口座より従来どおり引落しさせていた
だきます。

（10）手形・小切手をご利用の方
　合併日以前または合併日以降に振り出された手形・小切手は、「旧JA名」が印字されている場合でも、
合併前と同様にお客様の口座からお引き落としいたします。

（11）マル優（少額貯蓄非課税制度）、マル特（少額公債非課税制度）をご利用の方
　お手続きの必要はございません。
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（12）マイナンバーカードの公金受取口座としてご利用の方
　合併前のJAひすいの口座を公金受取口座に登録されていた方は、「えちご上越農業協同組合」への
変更手続きが必要です。大変お手数をお掛けしますが、登録状況をご確認のうえ、マイナポータルか
ら変更手続き※をお願いいたします。
　詳しくはデジタル庁またはマイナポータルのホームページ等をご確認ください。
　※��マイナポータル上で、合併後の口座情報へ変更が可能となるのは、４月下旬頃の見込みです。ご
留意ください。

・マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）：0120－95－0178
　　受付時間：平日　　９時30分から20時00分まで
　　　　　　　土日祝　９時30分から17時30分まで（年末年始除く）

＜ATM振込＞
　ICキャッシュカードに登録されたJAひすい宛ての振込情報につきましては、令和６年３月８日（金）よ
り使用できなくなります。大変お手数をお掛けしますが、ATMで再度ご登録をお願いいたします。
　また、JAひすいの金融機関名がJAえちご上越に変更されるのが、令和６年３月９日（土）からとなりま
す。３月１日（金）から３月８日（金）までの旧JAひすい宛てのお振込につきましては、JAひすいの金融
機関名が表示されますが、そのままお手続きください。

＜JAネットバンク（個人・法人）＞
　合併日以降、令和６年５月31日（金）までは、ネットバンクに登録いただいているJAひすい宛ての振込
先口座は、「えちご上越農業協同組合」の内容に読替えて振込いたします。令和６年６月１日（土）以降
は、大変お手数をお掛けしますが、新しい「金融機関名」、「金融機関コード」、「店舗コード」に変更いた
だきますようお願いいたします。

　ご利用時間の変更はございません。
　また、合併に伴うATMの休止はございません。

　営業時間に変更はございません。

　コンビニ３社（セブン銀行、ローソン銀行、イーネット）および、ゆうちょ銀行のATM入出金手数料
は、お取引内容に応じて月１回または月３回無料となります。

４．ご利用者さまが登録したJAひすい宛ての振込先口座情報について

５．ATMのご利用について

６．支店窓口の営業時間について

７．他行ATMの入出金手数料無料回数について

重 要
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JA合併に伴うお取引についてのご案内

合　併　前 合　併　後
正組合員 月１回まで　終日無料 正組合員 月１回まで　終日無料
准組合員で※1の
お取引あり 月１回まで　終日無料

➡
准組合員で※1の
お取引あり 月１回まで　終日無料

給与振込あり 月３回まで　終日無料 組合員以外で※2の
お取引あり 月１回まで　終日無料

公的年金振込あり 月３回まで　終日無料 正組合員で※1または
※2のお取引あり 月３回まで　終日無料

正組合員で※1の
お取引あり 月３回まで　終日無料 准組合員で※2の

お取引あり 月３回まで　終日無料

※１　ローン契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１　ローン契約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※２　給与振込または公的年金振込

【令和６年２月29日まで】合併前 【令和６年３月１日から】合併後
現在の
JA名 店舗名

現コード 新
JA名 店舗名 カナ名

新コード
金融機関 店舗 金融機関 店舗

え
ち
ご
上
越

本 店 5768 001

え
ち
ご
上
越

本 店 ホンテン 5768 001
頸 城 支 店 5768 221 頸 城 支 店 クビキシテン 5768 221
大 潟 支 店 5768 211 大 潟 支 店 オオガタシテン 5768 211
八千浦南川支店 5768 011 八千浦南川支店 ヤチホミナミカワシテン 5768 011
浦 川 原 支 店 5768 110 浦 川 原 支 店 ウラガワラシテン 5768 110
安 塚 支 店 5768 101 安 塚 支 店 ヤスヅカシテン 5768 101
大 島 支 店 5768 120 大 島 支 店 オオシマシテン 5768 120
はまなす支店 5768 202 はまなす支店 ハマナスシテン 5768 202
吉 川 支 店 5768 231 吉 川 支 店 ヨシカワシテン 5768 231
上 越 支 店 5768 027 上 越 支 店 ジョウエツシテン 5768 027
富 岡 出 張 所 5768 025 富 岡 出 張 所 トミオカシュッチョウジョ 5768 025
中 央 支 店 5768 003 中 央 支 店 チュウオウシテン 5768 003
和 田 支 店 5768 002 和 田 支 店 ワダシテン 5768 002
春 日 支 店 5768 005 春 日 支 店 カスガシテン 5768 005
有 田 支 店 5768 010 有 田 支 店 アリタシテン 5768 010
谷 浜 支 店 5768 015 谷 浜 支 店 タニハマシテン 5768 015
名 立 支 店 5768 051 名 立 支 店 ナダチシテン 5768 051
三 和 支 店 5768 030 三 和 支 店 サンワシテン 5768 030
清 里 支 店 5768 035 清 里 支 店 キヨサトシテン 5768 035
牧 支 店 5768 040 牧 支 店 マキシテン 5768 040
新 井 支 店 5768 302 新 井 支 店 アライシテン 5768 302
泉 支 店 5768 307 泉 支 店 イズミシテン 5768 307
板 倉 支 店 5768 313 板 倉 支 店 イタクラシテン 5768 313
関 山 支 店 5768 316 関 山 支 店 セキヤマシテン 5768 316
中 郷 支 店 5768 312 中 郷 支 店 ナカゴウシテン 5768 312
妙高高原支店 5768 320 妙高高原支店 ミョウコウコウゲンシテン 5768 320

ひ
す
い

本 店 5797 001 － － － －
ひ か り 支 店 5797 005 ひ か り 支 店 ヒカリシテン 5768 060
糸 魚 川 支 店 5797 010 糸 魚 川 支 店 イトイガワシテン 5768 070
能 生 支 店 5797 020 能 生 支 店 ノウシテン 5768 080
青 海 支 店 5797 030 青 海 支 店 オウミシテン 5768 090

JAえちご上越　店舗新旧対比表
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　令和６年３月１日（金）以降の主な手数料は以下のとおりです。
　その他の手数料につきましては、ホームページまたは店頭窓口にてご確認ください。

手数料の種類 金額（税込）

振
込
手
数
料

窓口でのお振込

５万円未満

同一店内 110円
本支店あて 220円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 220円
他金融機関あて 660円

５万円以上

同一店内 330円
本支店あて 440円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 440円
他金融機関あて 880円

ATMでのお振込

５万円未満

同一店内 55円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 220円

５万円以上

同一店内 110円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 440円

機械利用でのお振込
（電磁的記録媒体等）

５万円未満

同一店内 55円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 275円

５万円以上

同一店内 110円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 440円

定時自動送金

５万円未満

同一店内 55円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 275円

５万円以上

同一店内 110円
本支店あて 110円
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 440円

個人JAネットバンク
でのお振込

５万円未満

同一店内 無料
本支店あて 無料
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 220円

５万円以上

同一店内 無料
本支店あて 無料
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 440円

主な手数料一覧
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手数料の種類 金額（税込）

振
込
手
数
料

法人JAネットバンク
でのお振込

５万円未満

同一店内 無料
本支店あて 無料
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 220円

５万円以上

同一店内 無料
本支店あて 無料
系統金融機関あて（県外系統を含む） 110円
他金融機関あて 440円

送金・振込の組戻料 880円

取
立
手
数
料

代金取立

交換所で取立を行うもの 440円
交換所を通さず郵便等で取立を行うもの 1,100円

取立手形店頭呈示料
1,100円

1,100円を超える取立経費を
要した場合は、その実費

不渡手形返却料 1,100円

各
種
発
行
手
数
料

貯金残高証明書

窓口端末機発行 550円
（郵送対応） 990円
継続発行 330円
（郵送対応） 770円
手書発行 660円
（郵送対応） 1,100円
監査法人向け※制定外書式による発行 2,200円

カード新規発行手数料
ICキャッシュカード（個人） 無料
ICキャッシュカード（法人） 無料

小切手等用紙発行代
小切手帳 1,100円
約束手形 1,100円
自己宛小切手 550円

そ
の
他
手
数
料

円貨両替手数料※1 お取扱い
枚数

１～50枚 無料
51～500枚 330円
501～1,000枚 660円
1,001～2,000枚 1,320円
2,001枚～ 1,000枚毎に660円加算

硬貨入金手数料 お取扱い
枚数

１～500枚 無料
501～1,000枚 660円
1,001～2,000枚 1,320円
2,001枚～ 1,000枚毎に660円加算

JAネットバンク
月額利用料

個人向けJAネットバンク月額利用料 無料
法人ネットバンク月額利用料

基本サービス（照会・振込サービス） 1,100円（月額）
基本サービス＋伝送サービス 2,200円（月額）

媒体持込手数料 既存委託先は、令和７年２月まで無料 5,500円
未利用口座管理手数料※2 残高１万円未満、未利用期間２年以上 1,320円

JAデータ伝送サービス
月額利用料

基本サービス 5,500円（月額）
基本サービス＋通知サービス 11,000円（月額）

※１　金種指定の払出時にも適用いたします。
※２　��2021年10月１日以降に新規口座開設された普通貯金口座（総合口座含む）、貯蓄貯金口座が対象となります。
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２．共済事業

　令和６年２月１日（木）より、皆様よりご契約いただいております共済契約の掛金振替日を毎月26日と
させていただきます。

【変更内容】

合 併 前
（令和６年１月振替分まで）

合 併 後
（令和６年２月振替分より）

年　払 翌月４日
年�払�・�月�払 26日

月　払 26日
※��他金融機関からのお振替は（毎月12日）で変更
ありません。

なお、26日にお振替できなかった場合の再振替日は翌月８日となります。

合 併 前 合 併 後
（令和６年２月掛金再振替分より）

年　払� 15日 年払・月払　　８日

　電話番号に変更はございません。

合 併 前 合 併 後
（糸魚川地域事故受付窓口）

JAひすい 025-552-2446 JAえちご上越 025-552-2446
※��令和６年３月１日以降引き受けの自動車共済から合併後の事故受付窓口電話番号がドライバー確認カードに印書
されます。
※��夜間・休日の事故のときにはフリーダイヤル�0120-258-931�にご連絡ください。

　ご自宅に郵送される共済契約にかかる各種ご案内ハガキにつきまして、印刷物の作成時期の関係上、合併
後の一定期間において『旧JA名』が印書されてお届けされるものがございます。ご案内内容に問題はござ
いませんので、何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

１．合併に伴う共済掛金の振替日について

２．自動車共済事故受付窓口電話番号について

３．共済契約にかかる各種ご案内ハガキのJA名について

重 要
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３．経済事業
（１）　購買取引明細書の締め日およびお支払日について

　以下の表のとおりになります。

合 併 前
（令和６年２月支払分まで）

合 併 後
（令和６年３月支払分より）

明細書締め日 お支払日 明細書締め日 お支払日

20日・25日 翌月�15日
20日・31日 翌月�15日

31日 翌月�31日

（２）　能生給油所の営業日について

　内部作業のため、令和６年２月29日を１日休業させていただきます。
　なお、３月１日以降については通常通り営業させていただきます。

（３）　現在使用している給油カードについて

　給油カードをお持ちの方は３月１日以降使用ができません。
　事前に新カードを郵送させていただきます。
　　能生給油所　TEL：025-566-4626

４．総務・管理部門
現在の出資金について

　手続き等は不要で、新JAに対する出資金として同額・同口数が引き継がれます。一口金額は1,000円、
最高持口数は6,000口となります。



重要重要
金融事業を中心とした

合併に伴う重要なお知らせ
JAえちご上越、JAひすいの

上越地区２JAは、
令和６年３月１日（金）より JAえちご上越として

新たにスタートします。

【ご注意】市町村やJAの職員をかたった詐欺にご注意を！
当JAの職員が
お客さまの「キャッシュカード・ご印鑑」をお預かりすることはございません。
お客さまの「キャッシュカードの暗証番号」をお尋ねすることはございません。
お客さまの「重要情報（口座番号、暗証番号等）」を電話で聞き出すことは一切ありません。
万が一、上記のようなことがあれば、すぐに警察や取引店にご相談ください。

「combine」は英語で「結びつける」、「兼ね備える」という意味を持ち、
JAとJAを結びつけ、前向きに合併を目指すという想いが込められています

上越市
上越

中越

下越
佐渡

糸魚川市

妙高市
JAひすい
JAえちご上越

ご不明な点がございましたら、JAひすいへお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
また、合併に係る情報は各JAホームページからもご覧頂けます。

ひすい農業協同組合
☎025-552-0317 http://www.ja-hisui.or.jp/

えちご上越農業協同組合
☎025-527-2001 https://www.ja-echigojoetsu.or.jp/

JAひすい

JAえちご上越 


